
派遣会社（派遣元） 企業（派遣先）派遣労働者

【労働者派遣契約の中途解除】

＝いわゆる派遣切り

企業間の民事契約
・契約の中途解除は民事不介入
・ ただし、派遣先指針に以下の規定

①派遣元への事前通知
② 派遣労働者 の就業斡旋

＜派遣労働者＞

＜期間工＞

労働者 企業

派遣労働者と期間工

【有期労働契約の解約】

＝契約期間中における解雇

・「やむを得ない事由」がある場合でなければ
解雇はできない（労働契約法第17条）
・解雇は少なくとも30日前までの予告が必要
（労働基準法第20条）
※労働者派遣法での規定はなし

【有期労働契約の解約】

＝契約期間中における解雇

・「やむを得ない事由」がある場合でなければ
解雇はできない（労働契約法第17条）
・解雇は少なくとも30日前までの予告が必要
（労働基準法第20条）
※労働者派遣法での規定はなし


